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石綿等 重度の健康障害あり
（有効なばく露防止対策が困難）

健康障害多発
（特にリスクの高い業務あり）

ベンゼン等

一定の危険・有害な物質
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新たに一定の危険・有害性の評価
が確立した物質
（H29：27物質、H 30：10物質）

（
発
散
抑
制
措
置
、
測
定
、
保
護
具
、
健
康
診
断

等
）

化学物質に係るラベル表示、ＳＤＳの交付、リスクアセスメントの
対象物質の拡大について
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（平成30年7月1日より672物質）

（ 注：「ほう酸」⇒「ほう酸及びそのナトリウム塩」となるなどにより、追加数がそのまま追加後の数に反映されるわけではない。）

化学物質のリス
ク評価に係る企
画検討会

胆管がん
発生
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●●●

危険

○○○○○・・・
△△△△・・・・

ラベルの表示

SDS（安全データシート）

安全データシート
（SDS）
●●●
---------------------
---------------------

------------------------------------------

事業者間の取引時にSDSを提供し、化学物質の危険有害性や適切な取扱い方法などを伝達

GHSに基づくラベル・ＳＤＳ

１ 化学品および会社情報
２ 危険有害性の要約（GHS分類）
３ 組成および成分情報
４ 応急処置
５ 火災時の措置
６ 漏出時の措置
７ 取扱いおよび保管上の注意
８ ばく露防止および保護措置

９ 物理的および化学的性質
10 安定性および反応性
11 有害性情報
12 環境影響情報
13 廃棄上の注意
14 輸送上の注意
15 運用法令
16 その他の情報

（製品の特定名） △△△製品 ○○○○ （絵表示）
（注意喚起語） 危険

（危険有害性情報）
・引火性液体及び蒸気 ・吸入すると有毒 ・・・

（注意書き） ・火気厳禁 ・防毒マスクを使用する ・・・・・・

国内では、対応するJISZ7252,7253及び事業者向けGHS分類ガイダンス等に依ります。
これによることで法令の要件を満たすことができます。



ＧＨＳ国連勧告とは
化学物質の安全利用を促進するため、表示及びＳＤＳによる危険有害性に関する
表示項目を国際的に調和（統一）するためのシステムとして、国連で示された勧
告です。

「化学品の分類および表示に関する世界調和システム（The Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）」
（GHS）をいいます。

2003年(H15年)7月に国連で採択されました。
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【対象】
原則として全ての化学物質に適用
【規定内容】

危険有害性を判定するための国際的な統一基準（分類基準）

分類基準に従って分類した結果を統一された方法で情報伝達する

ための手段（ラベルやSDS（安全データシート））

GHSに基づくラベル・ＳＤＳ



ＧＨＳ分類 クラスと区分
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GHSに基づくラベル・ＳＤＳ

物理化学的危険性 健康有害性

1. 爆発物
2. 可燃性又は引火性ガ

ス
3. エアゾール
4. 支燃性又は酸化性ガ

ス
5. 高圧ガス
6. 引火性液体
7. 可燃性固体
8. 自己反応性化学品
9. 自然発火性液体
10.自然発火性固体
11.自己発熱性化学品
12.水反応可燃性化学品
13.酸化性液体
14.酸化性固体
15.有機過酸化物
16.金属腐食性物質

1. 急性毒性
2. 皮膚腐食性又は皮膚

刺激性
3. 眼に対する重篤な損

傷性又は眼刺激性
4. 呼吸器感作性又は皮

膚感作性
5. 生殖細胞変異原性
6. 発がん性
7. 生殖毒性
8. 特定標的臓器毒性

（単回ばく露）
9. 特定標的臓器毒性

（反復ばく露）
10.吸引性呼吸器有害性

文献調査、国連危険物輸送
勧告等の情報収集を行う

各危険有害性クラスについ
て、分類基準に従って区分
を行う

区分がつく
区分１～

（自己反応性タイプＡ～）
参考情報が得られる
分類できない
分類対象外
区分外

絵表示、注意書き等に反映

環境有害性

1. 水生環境有害性
2. オゾン層への有害性
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可燃性／引火性ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品

など

支燃性／酸化性ガ
ス
酸化性液体・固体

爆発物
自己反応性化学品
有機過酸化物

金属腐食性物質
皮膚腐食性

眼に対する重大な
損傷性

高圧ガス 急性毒性
（区分１～３）

急性毒性 (区分４)
皮膚刺激性(区分２)
眼刺激性(区分２Ａ)
皮膚感作性
特定標的臓器毒性

（区分３）
など

水生環境有害性 呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性
（区分１，２）
吸引性呼吸器有害性

【どくろ】

【円上の炎】 【爆弾の爆発】

【ガスボンベ】【腐食性】

【環境】 【健康有害性】

【炎】

【感嘆符】

＜ＧＨＳ対応の危険有害性クラスと区分に応じた絵表示と注意書き＞

例えば、急性毒性（蒸気(mg/L)）の区分は
区分１ LC50 ≦  0.5
区分２ LC50 ≦  2.0
区分３ LC50 ≦10.0
区分４ LC50 ≦20.0

半数致死濃度が 5mg/Lなら

区分３



安全データシート（SDS）交付状況（法定外）

平成29年「労働安全衛生調査（実態調査）」特別集計（参考データ）

労働安全衛生法第57条の２に該当しない化学物質を譲渡・提供している事業所（全体
の1.1%）のうち、譲渡・提供する際に安全データシート（SDS）を全ての製品につい
て交付している事業所の割合は51.6%となっている。

一部交付
している

4.2%

SDS交付状況別事業所割合 SDSをすべて交付している
事業所の規模別割合

すべて交付
している

51.6%
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譲渡・提供先
から求めが
あれば

交付している

36.8%

全く交付
していない

7.4%

51.6%

70.6%

72.9%

82.5%

40.3%

43.8%

36.5%

59.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

計

1000名以上

500～ 999名

300～ 499名

100～ 299名

50 ～ 99名

30 ～ 49名

10 ～ 29名

（ 参 考 ）



安全データシート（SDS）交付状況（法定物質）

平成29年「労働安全衛生調査（実態調査）」特別集計（参考データ）

労働安全衛生法第57条の２に該当する化学物質を譲渡・提供している事業所（全体の
1.15%）のうち、譲渡・提供する際に安全データシート（SDS）を全ての製品につい
て交付している事業所の割合は60.0%となっている。

一部交付
している

3.5%

SDS交付状況別事業所割合 SDSをすべて交付している事業所の
規模別割合

すべて交付
している

60.0%
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譲渡・提供先
から求めが
あれば

交付している

33.4%

全く交付
していない

3.2%

60.0%

82.4%

91.2%

99.0%

58.2%

51.2%

45.5%

64.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

計

1000名以上

500～ 999名

300～ 499名

100～ 299名

50 ～ 99名

30 ～ 49名

10 ～ 29名

（ 参 考 ）



製造メーカー・輸入商社

商社、代理店、特約店など

○○株式会社
（ユーザー）
○○株式会社
（ユーザー）

２次店、３次店

初
回
Ｓ
Ｄ
Ｓ

更
新
Ｓ
Ｄ
Ｓ

＜課題＞
メーカーが交付しないこと

がある
（リピート品を除く）

流通過程で途切れてしまう
ことがある（販売先ごとに
SDSの交付状況を管理する

のが困難）

ＳＤＳの増し刷りなどに手
間と経費がかかる

社長

購買部

研究開発部

工場

化
学
物
質
含
有
製
品

初
回
Ｓ
Ｄ
Ｓ

更
新
Ｓ
Ｄ
Ｓ

購買部でとどまり

作業現場に伝わらないこと
がある

ＳＤＳの内容が
難しく理解できない

（ＳＤＳ入手の必要性を感
じない）

初
回
Ｓ
Ｄ
Ｓ

更
新
Ｓ
Ｄ
Ｓ

化学物質等の危険有害性情報のフロー

最新の更新ＳＤＳが伝達さ
れないことがある

危険有害性情報の確実な伝達のために～SDSを交付していますか？

リピート品のSDS交付を
省略するために、販売先
ごとのSDS交付状況を
管理していますか？

製造者・輸入者から
受け取ったSDSを確実に

販売先に提供していますか？

改訂したSDSを必ず使用者
に提供し、改訂箇所、改訂
理由がわかるようにして

いますか？

海外から輸入したものを、
国内で最初に譲渡・提供する
場合、日本語で作成した
SDSを交付していますか？

＜チェック項目＞
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労働者の健康障害予防のために労働者の健康障害予防のために

製造・輸入業者による
化学物質の危険性・有害性に関する情報の把握

把握した情報の関係事業者等への伝達（SDS等）
（労働者の「知る権利」）

事業者によるリスクアセスメントの実施

結果を踏まえたリスク低減措置の実施
（使用中止・代替化、局所排気装置等の設置、保護具の使用等）

10
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特定された危険性または有害性による
リスクの見積り

リスクの見積りに基づく
リスク低減措置の内容の検討

３ ．リスクアセスメントの流れ

リスクアセスメント結果の労働者への周知

リスクアセスメント

リスクアセスメントは以下のような手順で進めます。

リスク低減措置の実施

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

化学物質などによる危険性または有害性の特定ステップ１

特定された危険性又は有害性によって生
ずるおそれのある労働者の危険又は健康
障害の発生する発生可能性とその重篤度
を組み合わせたもの

リスクとは・・・

以下の情報を入手し、危険性又は有害性を
特定する。
・安全データシート（ＳＤＳ）、仕様書、

機械・設備の情報
・作業標準書、作業手順書
・作業環境測定結果
・災害事例、災害統計 等

・発生するおそれのある危険又は健康障害
の発生可能性と重篤度から見積る。

・化学物質等による疾病では、有害性の程
度とばく露の程度を用いる。

リスク低減措置の優先順位

①危険有害性の高い化学物質等の代替や化
学反応プロセス等の運転条件の変更等

②工学的対策（局所排気装置の設置等）
③管理対策（作業手順の改善等）
④有効な保護具の使用 11
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●●●

危険

○○○○○・・・
△△△△・・・・

ラベル SDS（安全データシート）
安全データシート
（SDS）
●●●
---------------------
---------------------

-----------
----------
-----------
----------

事業者間の取引時にSDS
を提供し、化学物質の危険
有害性や適切な取扱い
方法などを伝達

ラベルによって、化学物質
の危険有害性情報や適切な
取扱い方法を伝達

（容器や包装にラベルの
貼付や印刷）

化学物質などについて、リスクアセスメントなどの対象となる業務を洗い出した上で、 SDSに記載さ
れているGHS分類などに即して危険性または有害性を特定します。

化学物質などによる危険性または有害性の特定ステップ１

＜労働安全衛生法令で定められているラベル、ＳＤＳの記載項目＞（赤字は通達）

○ラベル表示
・名称（物質名又は製品名）
・ 人体に及ぼす作用（ＧＨＳ分類）
・ 貯蔵又は取扱い上の注意
・表示者の氏名
・注意喚起語
・安定性及び反応性
・標章（絵表示）

※ 混合物の場合は、混合物としての危険有害性又は成分ごとの危険有害性情報を記載

○ＳＤＳ通知
・名称（物質名又は製品名）・・・ラベルと一致
・成分及びその含有量（「10%～20％」表記も可）
・物理的及び化学的性質
・人体に及ぼす作用（ＧＨＳ分類）
・貯蔵又は取扱い上の注意
・流出その他の事故が発生した場合において講ずべき

応急の措置
・通知者の氏名、危険性又は有害性の要約、
安定性及び反応性、適用される法令、
その他参考事項



労働安全衛生規則 第34条の2の7第2項

（法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の）調査は、対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、
次に掲げるいずれかの方法（調査のうち危険性に係るものにあっては、ア又はウに掲げる方法に限
る。）により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
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リスクアセスメントの方法

リスク ＝ 発生可能性 × 重篤度（影響度）

リスクの概念（基本）

この考え方を踏まえつつ、法令で規定

ア．対象物が労働者に危険を及ぼし、または健康障害を生ずるおそれの程度（発生可能性）と、
当該危険または健康障害の程度（重篤度）を考慮する方法

イ．労働者が対象物にさらされる程度（ばく露濃度など）と当該対象物の有害性の程度(許容濃度
等）を考慮する方法

ウ．その他、アまたはイに準じる方法

有害性の程度 × ばく露の程度（健康影響の場合には）
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リスクアセスメントは、対象物を製造し、または取り扱う業務ごとに、次のア～ウのいず
れかの方法またはこれらの方法の併用によって行う。（危険性についてはアとウに限る）

ア．対象物が労働者に危険を及ぼし、または健康障害を生ずるおそれの程度（発生可能性）と、
危険または健康障害の程度（重篤度）を考慮する方法

マトリクス法
発生可能性と重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじ
め発生可能性と重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを
見積もる方法

数値化法
発生可能性と重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算
または乗算などしてリスクを見積もる方法

枝分かれ図を
用いた方法

発生可能性と重篤度を段階的に分岐していくことによりリスクを見積もる方法

コントロール・
バンディング

化学物質リスク簡易評価法（コントロール・バンディング）などを用いてリス
クを見積もる方法

災害のシナリオか
ら見積もる方法

化学プラントなどの化学反応のプロセスなどによる災害のシナリオを仮定して、
その事象の発生可能性と重篤度を考慮する方法

具体的には以下のような方法があります。

リスクの見積りステップ２
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イ．労働者が対象物にさらされる程度（ばく露濃度など）とこの対象物の有害性の程度を
考慮する方法

①特別則（労働安全衛生法に基づく化学物質等に関する個別の規則）の対象物質（特定化学物質、
有機溶剤など）については、特別則に定める具体的な措置の状況を確認する方法

②安衛令別表１に定める危険物および同等のGHS分類による危険性のある物質について、安衛則
第四章などの規定を確認する方法

ウ．その他、アまたはイに準じる方法

実測値による方法

対象の業務について作業環境測定などによって測定した作業場所における
化学物質などの気中濃度などを、その化学物質などのばく露限界（日本産業
衛生学会の許容濃度、米国産業衛生専門家会議（ACGIH）のTLV-TWAな
ど）と比較する方法

使用量などから
推定する方法

数理モデルを用いて対象の業務の作業を行う労働者の周辺の化学物質
などの気中濃度を推定し、その化学物質のばく露限界と比較する方法

あらかじめ
尺度化した表を
使用する方法

対象の化学物質などへの労働者のばく露の程度とこの化学物質などによる
有害性を相対的に尺度化し、これらを縦軸と横軸とし、あらかじめばく露の
程度と有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを
見積もる方法

具体的には以下のような方法がある。このうち実測値による方法が望ましい。

危険または健康障害を防止するための具体的な措置が労働安全衛生法関係法令の各条項に規
定されている場合に、これらの規定を確認する方法などがある。

15
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気中濃度の測定方法

◆作業環境測定
◆個人ばく露測定
◆簡易な測定（検知管、パッシブサンプラーなど）

リスクは許容範囲を超えている

ばく露限界値*

リスクは許容範囲内であるとみなす

*許容濃度、
TLV-TWA

実際に、化学物質などの気中濃度を測定し、ばく露限界値と比較する方法は、最も基本的な方法
として推奨されます。

ばく露量
(実測値)

作業環境測定

リスクの見積り 例：実測値を用いる方法

バッジ型
パッシブ
サンプラー

このうち、検知管を用いたリスクアセスメント手法について、本年度事業でとりまとめ中
検知管を用いた方法のメリット・デメリット
…簡単な方法のため、専門家でなくても事業場の担当者で実施可能
…安価に実施できる
…精度が低くなる場合がある
…共存ガスの影響を受けやすい など
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現在とりまとめ中のものを簡単に紹介

リスクの見積り 例：検知管を用いたリスクアセスメント手法

検知管とは
ガス状の化学物質と特異的に反応する検知剤が充填された、内径2~6mmのガラス管を差し、
反応により変色した検知剤の先端の目盛を読むことで、ガス中の化学物質濃度を測定する器具。
使用前の検知管の両端は密封されており、使用する際に両端をカットし、検知管の空気吸引口
側に装着して、空気採取器のハンドルを引っ張って、一定時間空気を吸入させ、測定する。

手順
1. 対象物質の確認・ばく露限界値の調査

• 検知管で測定可能な物質かどうか
• 有害性・ばく露限界値情報の入手

2. 対象作業の決定
• 作業時間等の詳細確認

3. ばく露の有無と程度の検討
• ばく露が極端に高い又は低い作業を確認

4. 検知管を用いた測定の実施
• 原則として短時間作業を対象に測定を実施

5. 測定結果の評価とリスクの判定
• ばく露限界値と比較してリスクを見積もる
• 測定値の処理と安全係数等を算入

支援シート
ばく露限界値や測定値を入力・評価するためのエクセルシート

を作成・提供予定



リスクアセスメント手法の選択

定性的な簡易な手法
（コントロールバンディングなど）

定性的なより詳細な手法
（JISHA方式など）

定量的な手法
（検知管等による簡易測定）

定量的な手法
（個人ばく露濃度の測定）

易

着
手
の
し
や
す
さ

難

低

精
度
（
専
門
性
）

高

定量的な手法
（数理モデルによる推計）
(ECETOC-TRA、BICDr.等)

事業場では、各事業場のリスクアセスメントの実施体制等の状況に応じ、それぞれのリ
スクアセスメント手法の特徴（難易度や精度の違い）を総合的に判断して選択すること
ができる。
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リスクアセスメント手法の選択（例）

スタート

検知管法

他の実測法

特化則、有機則等
対象物質か

特化則、有機則等
の措置状況を確認

実測を
してみるか

検知管で測定
可能な物質か

より詳細な
RAが必要か

コントロール・
バンディング等

より詳細な
RAが必要か

ECETOC-TRA
BIGDr. Worker等

リスク低減対策の
検討

※このフローは一例です。別の枝分かれに移ったり、元にも
どったりすることを妨げるものではありません。

Yes No No

No

Yes

Yes

Yes

YesNo
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場合により
実測法を検討
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｢コントロール・バンディング｣は簡易なリスクアセスメント手法の一つで、ILO（国際労働機関）
が、開発途上国の中小企業を対象に、有害性のある化学物質から労働者の健康を守るために、簡単で
実用的なリスクアセスメント手法を取り入れて開発した化学物質の管理手法です。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」で、支援システムを提供しています。
必要な情報を入力すると、リスクレベルと、それに応じた対策シートが得られます。

リスクの見積り 例：コントロール・バンディング

コントロール・バンディングの特徴
・簡単で補完的な手法
・専門的知識が不要
・特別な費用がかからない

リスクアセスメントの義務化に対応
・最低限の義務として履行可能なものを提示
・零細企業においても取り組み可能なツール
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リスクの見積り 例：コントロール・バンディング

Step 1 リスクアセスメントを行う作業を選ぶ

（厚労省方式）

タイトル、担当者
名、作業場所

入力は任意 最後に出力され
るレポートに表
示されます

作業内容 貯蔵及び保管
野積み
粉じん処理
充填及び輸送
移送及び輸送
充填
計量

混合
選別
塗装
洗浄及び
メッキ
乾燥
成形
その他

対策シートの選
択に使用されま
す

作業者数 10人未満
10人～49人
50人～99人
100人～299人
300人以上

通常作業での人
数を選びます

液体・粉体 どちらかを選択 気体には使えま
せん

化学物質の数 その作業で取り扱うことに
なる化学物質の種類の数を
入力

空気中への発散性の選択に使われます
そのほかの項目はリスクレベル判定に
影響を与えません
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リスクの見積り 例：コントロール・バンディング

Step 2 作業条件を入力

（厚労省方式）

政令番号：
化学物質名称

GHS分類区分

いずれかの方法で対象物の名称とGHS分類を入力
・法令の対象物質を選択

「一覧から選択」を押す
→物質を選ぶ（入力される）
→「反映」を押す
→GHSクラス区分が自動入力される※要確認

・任意の製品名を手入力（シンナーAなど）
「選択」を押す
→手元のSDSを見てGHSクラス区分を手入力

沸点 対象物の沸点を入力

取扱温度 作業場における対象物の取扱温度を入力

取扱量単位
（選択）

kL（取扱量ランク：多量）
L（取扱量ランク：中量）
mL（取扱量ランク：少量）

Step 1 で液体を選んだ場合

物理的形状 微細な軽い粉体（例：セメント、カーボンブラックなど）
結晶状・顆粒状（例：洗濯用洗剤など）
壊れないペレット（例：錠剤など）

取扱量単位 ton（取扱量ランク：多量）
kg（取扱量ランク：中量）
g（取扱量ランク：少量）

Step 1 で粉体を選んだ場合

液体のとき

粉体のとき

有害性レベルの判定に使われます

発散性の判定に使われます
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リスクの見積り 例：コントロール・バンディング

液体 → 沸点と取扱温度の関係から揮発性を３
段階に判定

粉体 → 粉体の形状から発散性を３段階に判定
微細な軽い粉体・・・・高飛散性
結晶状・顆粒状・・・・中飛散性
壊れないペレット・・・低飛散性

有害性レベルの判定 発散性（揮発性・飛散性）の判定

レベル ＧＨＳ分類における健康有害性クラスと区分

A

・皮膚刺激性
・眼刺激性
・吸引性呼吸器有害性
・その他のグループに分類されない粉体、蒸気

区分２
区分２
区分１，２

B
・急性毒性
・特定標的臓器（単回ばく露）

区分４
区分２

Ｃ

・急性毒性
・皮膚腐食性
・眼損傷性
・皮膚感作性
・特定標的臓器（単回ばく露）
・特定標的臓器（反復ばく露）

区分３
区分１
区分１
区分１
区分１
区分２

D

・急性毒性
・発がん性
・特定標的臓器（反復ばく露）
・生殖毒性

区分１，２
区分２
区分１
区分１，２

Ｅ
・生殖細胞変異原性
・発がん性
・呼吸器感作性

区分１，２
区分１
区分１

S

・急性毒性（経皮）
・皮膚腐食・刺激性
・眼損傷性・刺激性
・皮膚感作性
・特定標的臓器（単回・反復）（経皮）

区分１～４
区分１，２
区分１，２
区分１
区分１，２

低揮発性

中揮発性

高揮発性
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低 中 高 低 中 高

少量 1 1 1 1 1 1
中量 1 1 2 1 1 2
多量 1 1 2 1 2 2

少量 1 1 1 1 1 1
中量 1 2 2 1 2 2
多量 1 2 3 1 3 3

少量 1 2 2 1 1 2
中量 2 3 3 2 3 3
多量 2 4 4 2 4 4

少量 2 3 3 2 2 3
中量 3 4 4 3 4 4
多量 3 4 4 3 4 4

有害性ランクA（ステップ1）

（ステップ2）
使用量

（ステップ3）
液体（揮発性） 粉体（飛散性）

有害性ランクS（ステップ1）
有害性ランクSに分類された物質は個人保護具の使用を検討すること（リスクレベルＳ）

有害性ランクEに分類された物質は全てリスクレベル４とする

有害性ランクB（ステップ1）

有害性ランクC（ステップ1）

有害性ランクD（ステップ1）

有害性ランクE（ステップ1）

リスクの見積り 例：コントロール・バンディング

Step 3 化学物質の有害性ランクおよびリスクレベルの表示

（厚労省方式）



リスクの見積り 例：コントロール・バンディング

Step 4 作業のリスクレベルと対策シートの表示

（厚労省方式）

リスクレベルに応じた対策

リスクレベル
リスク低減対策

(方針)
具体的な対策例

リスクレベル１ 全体換気
全体換気装置の設置

労働者への教育・訓練

リスクレベル２ 局所排気
局所排気装置の設置

設備の維持・管理

リスクレベル３ 封じ込め
設備の密閉化、囲い式局所排気装置の
設置

リスクレベル４ 特殊
専門家への相談
(原料の代替、工程の密閉など）

リスクレベルS 保護具 皮膚や眼に対する個人用保護具の使用
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【どのようなリスクアセスメントを選ぶのか】

有害性（慢性毒性）に着目したＲＡは、「許容されるばく露量（気中濃度）
」と「実際のばく露量（気中濃度）」を比較して、リスクを判定することが

一般的。

「許容されるばく露量（気中濃度）」には、許容濃度等のばく露限界値を調
べる方法がある。

「実際のばく露量」の推定の方法には、実際に測定する方法として、作業環

境測定や個人ばく露量の測定があり、検知管など簡易な方法もある。

コントロール・バンディングでは、使用量、使用温度などから推定し一定の
尺度に変換している。

管理濃度が定められている物質では規定通り作業環境測定結果を利用する。

事業場では、各事業場のリスクアセスメントの実施体制等の状
況に応じ、それぞれのリスクアセスメント手法の特徴（難易度
や精度の違い）を総合的に判断して選択することができる。
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◆労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規則などの特別則に規
定がある場合は、その措置をとる必要があります。

◆次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討します。

リスクアセスメントの結果に基づき、労働者の危険または健康障害を防止するための措置の内容を
検討してください。

ア．危険性または有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセスなどの運転条件の変更、
取り扱う化学物質などの形状の変更など、またはこれらの併用によるリスクの低減

※危険有害性の不明な物質に代替することは避けるようにしてください。

イ．化学物質のための機械設備などの防爆構造化、安全装置の二重化などの工学的対策または
化学物質のための機械設備などの密閉化、局所排気装置の設置などの衛生工学的対策

ウ．作業手順の改善、立入禁止などの管理的対策

エ．化学物質などの有害性に応じた有効な保護具の使用

リスク低減措置の内容の検討ステップ３

• 検討したリスク低減措置の内容を速やかに実施するよう努めます。
• 死亡、後遺障害または重篤な疾病のおそれのあるリスクに対しては、暫定的措置を直ちに実施し

てください。
• リスク低減措置の実施後に、改めてリスクを見積もるとよいでしょう。

リスク低減措置の実施ステップ４



市内の動物園方式 サファリパーク方式

保護具による防護局所排気装置による封じ込め

○ 設備対策の例 ○ 防護措置の例

28
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１ 周知事項
① 対象物の名称
② 対象業務の内容
③ リスクアセスメントの結果（特定した危険性または有害性、見積もったリスク）
④ 実施するリスク低減措置の内容

２ 周知の方法は以下のいずれかによります。 ※SDSを労働者に周知する方法と同様です。
①作業場に常時掲示、または備え付け
②書面を労働者に交付
③電子媒体で記録し、作業場に常時確認可能な機器(パソコン端末など）を設置

３ 法第59条第１項に基づく雇入れ時の教育と同条第2項に基づく作業変更時の教育におい
て、上記の周知事項を含めるものとします。

４ リスクアセスメントの対象の業務が継続し、上記の労働者への周知などを行っている間
は、それらの周知事項を記録し、保存しておきましょう。

リスクアセスメントを実施したら、以下の事項を労働者に周知します。(安則34条の2の8)

リスクアセスメント結果の労働者への周知ステップ５

【労働者への教育】

リスクアセスメントの結果やSDSを労働者に配布するだけで理解させることは難しい。

化学物質の健康障害のリスクはばく露量で判断する。適切に管理することが重要。労働者の不
安を払しょくするためにも、教育が重要。

29



47.5%

73.2%

68.8%

73.8%

64.1%

60.6%

51.3%

43.4%

46.5%

74.4%

72.6%

71.6%

67.6%

61.9%

50.3%

41.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

計

1000名以上

500～ 999名

300～ 499名

100～ 299名

50 ～ 99名

30 ～ 49名

10 ～ 29名 平成28年度

平成27年度

事
業
所
規
模

リスクアセスメント実施率（％）
（資料出所）労働安全衛生調査（実態調査）概況（平成28年）

労働安全衛生調査（実態調査）報告（平成27年）

【参考】リスクアセスメント実施状況（事業場規模別）

○ 全体としては50%弱が実施している。平成27年と平成28年（義務化前後）を比較するとあまり増えて

いない。

○ 事業場規模別に見ると、300人以上の事業場では7割を超えているが、30人未満では4割程度に留まり、

中小企業の取組が遅れている。
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22.3%

17.2% 18.5%

11.3%

60.9%

11.4%

26.2%
21.6%

17.0%

11.5%

57.3%

12.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

人材がいない 方法が分からない 災害起きていない 法令のみで十分 危険有害作業なし その他

平成27年度

平成28年度

【参考】リスクアセスメントを実施していない理由（複数回答）

（資料出所）労働安全衛生調査（実態調査）概況（平成28年）
労働安全衛生調査（実態調査）報告（平成27年）

○ リスクアセスメントを実施していない理由は、｢十分な知識を持った人材がいない」、｢実施方法が判ら

ない」が増加しており、特に50人未満の中小規模事業場において支援の必要性が増している。
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主な国の支援策

・ラベル／ＳＤＳの作成支援

⇒モデルラベル・モデルＳＤＳの公開

（ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx ）

・労働者教育

⇒化学物質取扱者のためのラベル教育テキストの公開
（ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161231.html ）

・リスクアセスメント

⇒ リスクアセスメント実施支援ツールの公開

電話相談窓口の設置、専門家による訪問指導

32



公開中の主な化学物質リスクアセスメント支援ツール等

●掲載先／■主体 概要（掲載情報）

●職場のあんぜんサイト
（ http://anzeninfo.mhlw.go.j

p/user/anzen/kag/ankgc07
.htm）
■厚生労働省

化学物質リスク簡易評価法（コントロール・バンディング）
・液体等取扱作業（粉じん作業を除く）
・鉱物性粉じん又は金属性粉じん発生作業

検知管を用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック

爆発・火災リスクアセスメントスクリーニング支援ツール

工業塗装、印刷、めっき作業のリスクアセスメントシート

（職場のあんぜんサイトからリンク）

●ECETOC-TRAサイト
■欧州化学物質生態毒性・
毒性センター(ECETOC)

ECETOCが開発したリスクアセスメントツール（ECETOC-TRA）。
EXCELファイル（英語版）をダウンロードして作業方法等を入
力することで定量的な評価が可能。日本語マニュアルあり。
（（一社）日本化学工業協会が日本語版を提供（会員又は有料利用｡）｡）

（職場のあんぜんサイトからリンク）

●EMKG Software 2.2
■the Federal Institute for Occupational

Safety and Health（BAuA）

独安衛研（BAuA）が提供する定量的評価が可能なリスクア
セスメントツール（英語版）

EMKG-EXPO-TOOL（EMKG 2.2からばく露評価部分を抽出）
33



化学物質を取り扱う３業種の具体的な作業と代表的取扱い物質を反映した
リスクアセスメント支援シートを作成

オフセット印刷・グラビア印刷編

工業塗装編

めっき編

中小規模事業場でも使っていただけるよう、できるだけ簡単にしていますので、ご活用ください。

業種別のリスクアセスメントシートの作成

工業塗装の一例
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取り扱う化学物質や作業に潜む代表的な危険性やリスクを「知る」ための支援ツー

ル（スクリーニング支援ツール）を作成

支援ツールの構成

代表的な発火・爆発等の危険性やリスクを「知る」ための簡易なチェックフロー

チェックフローの回答内容を記載する結果シート

代表的な発火・爆発の危険性やリスク低減措置の紹介・説明資料（ガイドブック）

35

④リスク低減措置導入状況

③設備・機器の危険性

②プロセス・作業の危険性

①化学物質の危険性

【チェックフロー】

回答結果

結果シート
整理用シート
整理用シート

スクリーニングの実施

継続した危険性等の確認

保管

危険性の調査

化学物質の
危険性情報

記載

回答結果

回答結果

対策

対策の検討

ガイドブック
などの活用

結果シート

回答結果

回答結果

対策

支援ツール

爆発・火災等のリスクアセスメントのためのスクリーニング支援ツール
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検知管を用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック

対象
・原則として短時間（目安は1時間以内）作業
・検知管で測定可能な約220物質
×多くの場合、混合物は難しい

効果
・検知管の色の変化により有害物の発散を「見える化」でき、インパクトがある
・無資格者でも実測できる

ポイント
（1）短時間ばく露限界値を基準値にする

・産衛学会の最大許容濃度、TLV-STEL、TLV-C（天井値）
があればそれらのうち最少の値を基準値に

・上記が無ければ許容濃度、TLV-TWAの小さい方の値の
3倍を基準値に

（2）測定の回数に応じた安全係数
・一つの作業中の測定回数と、同じ作業を繰り返して測定した

回数のマトリクスに応じ、実測値に１～４の安全係数を乗じる

支援シート
厚生労働省のHP>職場のあんぜんサイト>化学物質のリスク

アセスメント実施支援ツール>のページにおいて、
本ガイドブックとリスクアセスメント実施支援シートを提供

36



欧州化学物質生態毒性・毒性センター（ECETOC）が提供するREACH対応のリスクア
セスメントツール（ECETOC- TRA）。
定量的評価が可能

http://www.ecetoc.org/tra (英語)

ECETOC-TRA

ECETOCのサイトからエクセルファ
イルをダウンロードして使う。
日本語版の操作マニュアルを職場の
あんぜんサイトで提供
日本化学工業協会では、BIG Dr. 
worker（日本語インターフェース）を
開発・公開（非会員は有料登録利用）
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BAuA EMKG-EXPO-TOOL
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譲渡提供者
（製造者・輸入者等）

SDS

譲渡提供先
（使用者等）

1. 相談窓口（コールセンター）を設置し、電話やメール等で相談を受付
SDSやラベルの作成、リスクアセスメント（「化学物質リスク簡易評価法」の使い方等）について

2. 専門家によるリスクアセスメントの訪問支援
相談窓口における相談の結果、事業場の要望に応じて専門家を派遣、
リスクアセスメントの実施を支援

リスクアセスメント
を実施

SDS・ラベル
を作成

※「化学物質リスク簡易評価法」の支援サービス
⇒ コールセンターが事業者に代わり入力をし、評価結果をメール等で通知

事業者 コールセンター

使用物質、作業内容等

評価結果を通知
（メール、FAX）

入力を支援

リスクアセスメント実施に対する相談窓口、専門家による支援

39

TEL： 050-5577-4862
受付時間： 平日10:00 ～ 17:00 （ 12:00 ～ 13:00 を除く）※平成29年度事業
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施行後は危険有害性を有しているSDS交付義務対象物質が、ラベル表示された化学品とし
て流通することになるので、このラベル表示を効果的に活用することで、ユーザー企業での
SDSの確認及び適切なリスクアセスメント実施を促進する。すなわち、化学品を受け取った事
業者が、ラベルを見て有害性等に気づき、アクション（SDSの確認とリスクアセスメントの実
施）を取るよう、川上（製造者等）から川下（ユーザー）までの各者の役割に応じた支援や地
域全体の取組を促進する対策をパッケージとして実施する。（「ラベルでアクション」プロジェ
クトの実施）

～事業場における化学物質管理の促進のために～

ラベル表示の範囲が、平成28年より640物質まで拡大され、ラベルのある化学品が多く
流通。(現在は663物質に拡大）

事業者、労働者は危険有害性を正しく認識し、リスク低減措置を確実に実行しましょう
労働者それぞれがラベルの内容をしっかり理解できるよう、事業者はラベル教育を行い
ましょう（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161231.html）
化学品を出荷するメーカーだけでなく流通会社も、もれなくラベル表示します

事業者や労働者
ラベルを見て

危険有害性に気づく

SDSを確認SDSを確認
SDSがなければ供給
元に交付を求める

危険有害性に応じた危険有害性に応じた
リスクアセスメント

を行う

厚生労働省では、★電話相談、訪問支援、★労働者の教育促進（資料の提供）
など、様々な支援を行っております。

○○○○・・
△△△△・・

事業者は

労働者は
絵表示で

危険有害性を確認
リスクアセスメントの
結果をみて対策を行う

化学物質が来る ラベルを見る アクション！
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「ラベルでアクション」
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第13次労働災害防止計画（案）
（ 12月７日労働政策審議会安全衛生分科会資料より

ラベル・SDS・リスクアセスメント関係抜粋 ）

○計画の目標
化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（以下「GHS」という。）分類の結果、危

険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート
（ＳＤＳ）の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を80％以上（ラベル表60.0％、
SDS交付51.6％：H28）とする。

２ 安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性
（５）化学物質等による健康障害の現状と対策の方向性

産業現場で使用される化学物質は約70,000種類に及び、毎年1,000物質程度の新規化学物
質の届出がなされている。これら膨大な種類の化学物質のうち、労働安全衛生関係法令によっ
て、ばく露防止措置、作業環境測定、特殊健康診断、ラベルの表示、リスクアセスメントの実
施等の対策が義務付けられているものは663物質であるが、その他多くの化学物質について
は、対策の基本となる危険性や有害性等の情報の通知さえ十分行われているとはいえない状況
にある。

欧米諸国においては、GHSに定められた分類手法に基づき、化学物質の製造又は輸入を行う
事業者が、譲渡・提供するすべての化学物質について分類を行い、危険性又は有害性等のある
物質についてラベル表示やSDSの交付を行う仕組みが整備されている。

（１／３）
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また、近年、胆管がんや膀胱がんといった化学物質による重篤な健康障害が発生している
が、職業性疾病を疑わせる段階において、国がこうした事案を把握できる仕組みがないことか
ら、事業者による自主的な情報提供等を端緒として、実態把握や対策を講じざるを得ない状況
にある。

こうした状況を踏まえると、国際的な動向も踏まえ、化学物質の危険性又は有害性等に関す
る情報提供の在り方や、化学物質による健康障害が疑われる事案を国が把握できる仕組みの検
討が必要な状況にある。

４ 重点事項ごとの具体的取組
（５）化学物質等による健康障害防止対策の推進
ア 化学物質による健康障害防止対策
（ア）国際動向を踏まえた化学物質による健康障害防止対策

特定化学物質障害予防規則等の特別規則の対象となっている物質を含め、ラベル表示及び
SDS交付の対象としている物質は663物質であるが、その他の多くの化学物質については、健
康障害防止措置が義務付けられていない。こうした中で、663物質以外の化学物質の危険性や
有害性が情報伝達されないままに、規制対象物質の代替品として用いられる動きも認められ
る。

このような状況を踏まえ、ラベル表示及びSDS交付の在り方について検討するとともに、国
による支援の充実など必要な環境整備を推進する。

危険性又は有害性等が判明していない化学物質が安易に用いられないようにするため、事業
者及び労働者に対して、危険性又は有害性等が不明であることが無害であることを意味しない
ことから、有害であるおそれがあることを踏まえて、必要な対策を講じることを指導・啓発す
る。

（２／３）
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（イ）リスクアセスメントの結果を踏まえた作業等の改善
化学物質のリスクアセスメント結果に基づく作業等の改善方法を具体的に分かりやすく示し

ていくこと等、作業改善の実効性を上げるための支援策を充実する。
最新の科学的知見に基づき、ラベル表示・通知義務対象物質を見直す。

（ウ）化学物質の有害情報の的確な把握
化学物質等が健康に及ぼす影響について、引き続き国内外における知見を迅速かつ的確に収

集し、規制の見直しに活用するとともに、収集した有害性等の情報を広く事業者等に提供する。

（カ）化学物質を取り扱う労働者への安全衛生教育の充実
事業者による化学物質管理を実効あるものとするためには、労働者が化学物質の危険性又は

有害性等やばく露防止の方法等を正しく理解することが重要である。このため、雇入れ時教育
等の安全衛生教育について、化学物質のラベル表示やSDSによる情報の理解、保護具の正しい
着用方法などの具体的な内容を示すこと等、その充実を検討する。

（３／３）



ご清聴有り難うございました。


